
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
号

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
二
条
、
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
等
）

第
一
条
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
農
林
水
産
消
費

技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー

二
　
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所

三
　
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所

四
　
道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
道
路
運
送
車
両
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自

動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
の
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
（
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の

施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

六
　
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構

七
　
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー

八
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局

九
　
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

十
　
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

十
一
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
」
と
い
う

。
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
次
に
掲
げ
る
国
営
企
業
等
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

一
　
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
有

林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業

二
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
人

３
　
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
法
人
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
と
す
る
。

４
　
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵
政
公
社
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
一
条
の
二
　
法
附
則
第
三
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
し
た
後
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
引
き
続
い
て
地
方
公
務
員
又
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
（
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
公
庫
等
職
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
七
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
役
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
役
員
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
者
で
、
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後

同
年
四
月
一
日
以
後
に
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
通
則
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通

則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
国
営
企
業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
員
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
（
国
営
企

業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
員
と
な
っ
た
も
の
（
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
地
方
公
務
員
又
は
公

庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ
た
日
前
の
期
間
に
、
新
制
度
適
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
が
含
ま
れ
な
い
者
に
限
る
。
）
　
当
該
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ
た
日

二
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
又
は
同
日
に
公
庫
等
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
の
う
ち
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
公
庫
等
職
員
と
な
っ
た
者
若
し
く
は
同
日
に
独
立
行
政
法
人
等
役
員

と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
の
う
ち
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ
た
者
で
、
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
引
き
続

い
て
平
成
二
十
六
年
通
則
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
国
営
企
業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
員
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
（
国
営
企
業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
員
と
な
っ
た
も
の
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日

２
　
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
）

第
二
条
　
法
附
則
第
三
条
第
三
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
九
号
並
び
に
前

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
地
方
公
務
員
、
公
庫
等
職
員
又
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
い
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
た

場
合
に
、
そ
の
者
が
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
俸
給
月
額
と
す
る
。

（
法
附
則
第
六
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
）

第
三
条
　
法
附
則
第
六
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

1



一
　
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第

十
七
号
に
掲
げ
る
総
合
科
学
技
術
会
議
の
常
勤
の
議
員

二
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
十
四
号
の
二
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員

（
特
定
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
月
額
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
が

当
該
報
酬
月
額
を
受
け
て
い
た
間
、
俸
給
月
額
と
し
て
百
二
十
二
万
六
千
円
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
礎
在
職
期
間
に
旧
財
務
省
造
幣
局
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
次
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
に
お
け
る
職
員
と
し
て
の
在
職
を
職
員
以
外
の
者
と
し
て
の
在
職
と
、
当
該
期
間
を
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
の
二

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
在
職
期
間
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
六
条
の
四
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
附
則
第
八
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
営
企
業
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
ニ
に

掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」

と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
一
号
）
附
則
第
九
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
営
企
業
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事

業
を
含
む
。
）
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

三
　
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
百
四
十

一
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
営
企
業
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
と
し
て
の
在
職

期
間

四
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
航
空

宇
宙
技
術
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

五
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

六
　
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
一
般
職
給
与
法
（
他
の
法
令
に
お
い
て
、
引
用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
教
育
職
俸
給
表
（
二
）
又

は
教
育
職
俸
給
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
期
間

七
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

（
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
と
な
っ
た
旧
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
を
含
み
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

八
　
独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所
の
解
散
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

九
　
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
独
法
改
革
文
部
科
学
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
の
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

十
一
　
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法

人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

一
年
法
律
第
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政

法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
三
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行

政
法
人
国
立
博
物
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政

法
人
文
化
財
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
文
部
科
学
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
二
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
独
法
改
革
厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所
及
び
平
成
十
八
年
独
法
改
革
厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

十
三
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
四
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
並
び
に
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林

水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
者
大
学
校
、
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所
及
び
旧
独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
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政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
と
な
っ
た
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研

究
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
。
）

十
五
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
平
成
十

八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
五
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行

の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
六
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法

人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
七
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人

農
業
環
境
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研

究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
七
　
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
特
許
審
査
の
迅
速
化
等
の
た
め
の
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行

政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
と
な
っ
た
旧
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
総
合
情
報
館
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
み
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
八
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立

行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
九
　
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
及
び
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

二
十
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
平
成
二
十
七
年
道
路
運
送
車
両
法
等
改

正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
九
号
）

第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
電

子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
航
海

訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

二
十
一
　
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
二
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
六
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

（
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

（
研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
研
究
交
流
促
進
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
四
条

第
二
項
の
総
務
大
臣
の
承
認
は
、
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
交
流
促
進
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
同
令
第
四
条
第
二
項
の
総
務
大
臣
の
承
認
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
七
日
政
令
第
六
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
四
号
）
　
抄
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こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
一
二
日
政
令
第
二
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
一
〇
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
一
日
政
令
第
二
四
〇
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
三
日
政
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
の
効
力
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の

政
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
政
令
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
四
日
政
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
政
令
第
七
四
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
六
日
政
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
九
日
政
令
第
五
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
三
一
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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